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地方獣医師会会長 各 位 

 

 

公益社団法人 日本獣医師会 

会 長  山 根 義 久 

(公印及び契印の押印は省略) 

 

北朝鮮及び中国における高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う 

畜産関係者等への指導の徹底について 

 

このことについて、平成 25年 5月 14日付け 25消安第 808号をもって、農林水産省

消費・安全局動物衛生課長から別添写しのとおり通知がありました。貴会関係者に周

知方よろしくお願いいたします。 

このたびの通知は、今般、①北朝鮮当局から、本年 4月 19日に平壌市のあひる飼養

農場において高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）の発生が確認された旨、②中国

当局からは、本年 5月 13日にチベット自治区の家きん飼養農場において同病の発生が

確認された旨、国際獣疫事務局に対し通報がありました。また、③これらの国のみな

らず、近隣アジア諸国においては、引き続き本病の発生が確認されていることから、

別添のとおり各都道府県畜産主務部長宛てに通知をした旨、了知の上、本会会員に円

滑な防疫対策の実施に対し協力を依頼されたものです。 

なお、海外における高病原性鳥インフルエンザ等の発生状況等の必要な情報につい

ては、農林水産省のホームページ等を通じて積極的に公表するので活用されたい旨、

併せて依頼されております。 

 

＜農林水産省ホームページ：鳥インフルエンザに関する情報＞ 

URL：http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html 

本件内容の問合せ先 
公益社団法人 
日本獣医師会：事業担当 笹 川 

TEL  03－3475－1601 
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